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私は、弁理士法第八条第一号、第二号、第三号、第四号、第五号、第六号、第七号、第八号、第

九号、第十号及び同法附則第三条の規定に該当しないことを誓約致します。 

 
弁理士法第八条及び附則第三条（抜粋） 

（欠格事由） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定に

かかわらず、弁理士となる資格を有しない。 

一． 禁錮以上の刑に処せられた者 

二． 前号に該当する者を除くほか、第７８条から第８１条

まで若しくは第８１条の３の罪、特許法第１９６条か

ら第１９８条まで若しくは第２００条の罪、実用新案

法第５６条から第５８条まで若しくは第６０条の罪、

意匠法第６９条から第７１条まで若しくは第７３条

の罪又は商標法第７８条から第８０条まで若しくは

同法附則第２８条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこ

とがなくなった日から５年を経過しない者 

三． 前２号に該当する者を除くほか、関税法第１０８条の

４第２項（同法第６９条の２第１項第３号及び第４号

に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第

３項（同法第１０８条の４第２項に係る部分に限る。）

若しくは第５項（同法第６９条の２第１項第３号及び

第４号に係る部分に限る。）、第１０９条第２項（同

法第６９条の１１第１項第９号及び第１０号に係る

部分に限る。以下この号において同じ。）、第３項（同

法第１０９条第２項に係る部分に限る。）若しくは第

５項（同法第６９条の１１第１項第９号及び第１０号

に係る部分に限る。）若しくは第１１２条第１項（同

法第１０８条の４第２項及び第１０９条第２項に係

る部分に限る。）の罪、著作権法第１１９条から第１

２２条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する

法律第５１条第１項若しくは第５２条の罪又は不正

競争防止法第２１条第１項、第２項第１号から第５号

まで若しくは第７号 （同法第１８条第１項に係る部

分を除く。）第３項若しくは第４項の罪を犯し、罰金

の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑

の執行を受けることがなくなった日から３年を経過

しない者 

四． 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から３

年を経過しない者 

五． 第２３条第１項の規定により登録の取消しの処分を

受け、その処分の日から３年を経過しない者 

六． 第３２条の規定により業務の禁止の処分を受け、その

処分の日から３年を経過しない者 

七． 弁護士法（昭和24年法律第205号）若しくは外国弁護

士による法律事務の取扱いに関する特別措置法（昭和

61年法律第66号）、公認会計士法（昭和23年法律第1

03号）又は税理士法（昭和26年法律第237号）の規定

による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会

計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を

受けた者でこれらの処分の日から３年を経過しない

もの 

八． 第３２条の規定により業務の停止の処分を受け、当該

業務の停止の期間中にその登録が抹消され、当該期間

を経過しない者 

九． 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 

十． 破産者で復権を得ないもの  

（欠格事由に関する経過措置） 

第３条 新法第８条第２号（商標法附則第２８条の罪に係る

部分を除く。）の規定は、この法律の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に同号に規定する刑に処せられた者

について適用し、施行日前に旧法第５条第２号に規定する

刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、な

お従前の例による。 

２ 新法第８条第２号（商標法附則第２８条の罪に係る部分

に限る。）及び第３号の規定は、施行日以後にした行為に

よりこれらの規定に規定する刑に処せられた者について

適用する。 

３ 新法第８条第４号及び第７号の規定は、施行日以後にこ

れらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施

行日前に旧法第５条第３号に規定する処分を受けた者の

当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。

(H28.1.1 現在) 

 

 


